（第３７条関係）

令和　　年　　月　　日

　（　受　注　者　）　　様

（　発　注　者　）　　　　　　　

指定部分相当額について（協議）

　令和　　年　　月　　日付けで委託契約を締結した次の業務についての指定部分相当額について協議します。

　なお、承諾の上は、別紙承諾書に記名・押印の上、提出してください。

１　委託業務名

　２　指定部分相当額

　　　￥

　３　協議開始日

　　　令和　　年　　月　　日

　４　協議が整わない場合

　　　協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合には、契約約款第３７条第３項に基づき、当該協議事項を決定し、通知したものとする。

